
「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な
学びと、協働的な学びの実現～（答申）（中教審第228号）（特別支援教育部分）
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４．新時代の特別支援教育の在り方について

【基本的な考え方】
特別支援教育への理解・認識の高まり、制度改正、通級による指導を受ける児童生徒の増加等、インクルーシブ教育の理念を踏まえた特別支援教育をめぐ
る状況は変化
通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった連続性のある多様な学びの場の一層の充実 ・ 整備を着実に推進

【特別支援教育を担う教師の専門性向上】

①全ての教師に求められる特別支援教育に関する専門性
•障害の特性等に関する理解や特別支援教育に関する基礎的な知識、個に応じた分かりやすい指導内容や指導方法の工夫の検討
•教師が必要な助言や支援を受けられる体制の構築、管理職向けの研修の充実
•都道府県において特別支援教育に係る資質を教員育成指標全般に位置づけるとともに、体系的な研修を実施

②特別支援学級、通級による指導を担当する教師に求められる特別支援教育に関する専門性
•個別の指導計画等の作成・指導、関係者間の連携の方法等の専門性の習得
•OJT やオンラインなどの工夫による参加しやすい研修の充実、発達障害のある児童生徒に携わる教師の専門性や研修の在り方に関
する具体的な検討
•小学校等教職課程において特別支援学校教職課程の一部単位の修得を推奨
•特別支援学校教諭免許取得に向けた免許法認定講習等の活用

③特別支援学校の教師に求められる専門性
•幅広い知識・技能の習得、専門的な知見を活用した指導、複数障害が重複している児童生徒への対応
•広域での研修や人事交流の仕組みの構築、教員養成段階における内容の精選やコアカリキュラムの策定
•特別支援学校教諭免許状取得に向けた国による教育委員会への情報提供等の促進、免許法認定通信教育の実施主体の拡大検
討
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特別支援教育を担う教師の専門性向上（特別支援学校の教師）
【「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～（答申）（中教審第
228号）（抜粋）】
（３） 特別支援教育を担う教師の専門性向上

③特別支援学校の教師に求められる専門性
（略）
○さらに 広域での研修の仕組みや人事交流を可能とする仕組みの構築などのほか、養成段階では現在の総単位数の中で、特別支援学校学習指導要領等を
根拠 に、特別支援学校の教師として押さえておくべき内容を精選するとともに、発達障害など全ての学校種で課題となっている内容についても学べるよう、
内容を再検討することが必要である。あわせて、特別支援学校教諭の教職課程の質を担保・向上させるため、小学校等の教職課程同様、共通的に修得す
べき資質・能力を示したコアカリキュラムを策定することが必要である。

【参考】
小学校等の教職課程コアカリキュラム（抄）

事項：特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解

(1)特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒の理解

到達目標：
１）インクルーシブ教育システムを含めた特別支援教育に関する
制度の理念や仕組みを理解している。

２）発達障害や軽度知的障害をはじめとする特別の支援を必要と
する幼児、児童及び生徒の心身の発達、心理的特性及び学習の
過程を理解している。

３）視覚障害・聴覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱等を含む
様々な障害のある幼児、児童及び生徒の学習上又は生活上の困
難について基礎的な知識を身に付けている。

①教職課程の内容を整理し、特別支
援学校学習指導要領を根拠とする
内容（自立活動に関すること等）
や発達障害を明確に位置づけ

②特別支援学校の教職課程コアカリ
キュラムを策定

③学修の成果を高める工夫（例えば
事例共有等）

特別支援
学校教員

小学校
等教員

※コアカリキュラムとは教職課程で共通的に修
得すべき資質能力として、教職課程を構成す
る科目に含めることが必要な事項ごとに到達
目標等を示したもの。小学校等の教職課程の
大半の科目について作成されている。

全障害種に
共通する理論

専門の障害種及び専門
以外の障害種に関する

こと

教育実習

特別支援学校の教職課程【26単位】

小学校等の教職課程

特別の支援を必要とす
る幼児、児童及び生徒
に対する理解
【１単位以上】
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特別支援教育を担う教師の専門性向上（特別支援学級、通級による指導の担当教師）

【「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～（答申）（中教審第
228号）（抜粋）】
（３） 特別支援教育を担う教師の専門性向上
②特別支援学級、通級による指導を担当する 教師に求められる特別支援教育に関する専門性
（略）
○また、現職の特別支援学級や通級による指導の担当教師については、 特別支援学校教諭免許状取得に向けた免許法認定講習等を活用し、例えば自
立活動や発達障害に関する事項など特別支援学級担当等の資質向上に資する知識技能等の修得を促すことが必要である。さらに、都道府県教育委員会
においては、研修の一環として通常の学級を担任する者に対し、免許法認定講習を活用した単位の修得を推奨することも考えられる。

※教育職員免許法には、都道府県教育委
員会（授与権者）が行う検定によって教
員免許状を授与する制度がある。本制度
を通じて、現在、小学校等の普通免許状
保有者が特別支援学校の二種免許状を取
得する例が多くがあるが、この場合、①
特別支援学校の教員（小学校等の教員を
含む）としての勤務証明を要する在職年
数３年、②免許法認定講習等において修
得を要する単位数６単位が必要であり、
都道府県教育委員会等において免許法認
定講習等が行われている。

※免許法認定講習等とは、一定の教員免
許状を有する現職教員の方が、上位の免
許状や他の種類の免許状を取得しようと
する場合に、大学の教職課程によらずに
必要な単位を修得するために開設されて
いる講習等のこと。


